
議案第２１号 

 

 

 三次市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条

例案を次のように提出する。 

 

 

  令和６年２月２２日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を    

改正する条例（案） 

 

 三次市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例（平成１６年三次市

条例第２５４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「１，６２０人」を「１，４２０人」に改め，同項第１号中「

１，４７０人」を「１，２５０人」に改め，同項第２号中「１５０人」を「１７

０人」に改める。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

（休団） 

第５条の２ 団員は次に掲げる場合は，３年を超えない範囲内で，消防団の活動

を休止（以下「休団」という。）することができる。 

⑴ 妊娠，出産，育児，介護その他の家庭生活に関する事由により，職務に従

事することができないと認められる場合 

⑵ 前号に掲げる場合のほか，６月以上の長期にわたり職務に従事することが

できないと認められる場合 



２ 団員は，休団をしようとするときは，あらかじめ任命権者に届け出て，その

承認を受けなければならない。 

３ 前項の規定は，休団中の団員が復職しようとする場合について準用する。 

４ 休団中の団員が復職したときの階級は，休団をした日に当該団員が属してい

た階級とする。 

５ 休団の期間は，第１６条に規定する手当を支給しない。また，三次市非常勤

消防団員に係る退職報償金支給条例（平成１６年三次市条例第２５７号）第４

条の２第１号の規定を適用し，勤務年数に算入しない。 

６ 休団中の団員については，第５条第３号，第９条，第１１条及び第１２条の

規定は，適用しない。 

 第９条第２項中「水火災その他の災害」を「災害（水火災又は地震等の災害を

いう。以下同じ。）」に改める。 

 第１６条を次のように改める。 

 （手当） 

第１６条 団員には，別表第１に定める額の手当を支給するものとし，支給方法

については，別に定める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１６条関係） 

区分 支給

単位 

金額（円） 備考 

職務 

手当 

団長 年額 １００，０００  

副団長 年額 ８６，０００  

方面隊長 年額 ７２，０００  

分団長 年額 ５０，５００  

副分団長 年額 ４５，５００  

部長 年額 ３７，０００  

団員 年額 ３６，５００ 機能別消防団員にあっては８， 

    ０００円 

出動 

手当 

災害に係

る出動及

び警戒，

行方不明

者の捜索

に係る出

動 

１回 
２，０００ 

２時間以内現場において職務に

従事した者 

４，０００ 
２時間を超え４時間以内現場に

おいて職務に従事した者 

８，０００ 

４時間を超えて現場において職

務に従事した者 

上記以外 １回 ２，６００  



 に係る出

動 

 
 
 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。ただし，第５条の次に１条を加

える改正規定は，公布の日から施行する。 


